
2024年度（令和6年度）

感染症研修会
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＜内容＞

１ 感染性胃腸炎

２ 施設で感染症が発生した場合の対応について

（報告基準と流れ、様式の記入方法について）
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本日の研修資料は、
『介護現場における感染症対策の
手引き 第３版
厚生労働省労健局 令和５年９月』
をもとに作成しています。

厚生労働省ホームページから
ダウンロードが可能です。



■感染性胃腸炎
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感染症法上分類 五類感染症

病原体 主としてノロウイルス

潜伏期間 ノロウイルスは12～48時間

感染経路 飛沫感染、接触感染、経口（糞口）感染。ノロウイルスは二枚貝等の食品を介して
の感染も多い。

便中に多量のウイルスが排出されており、感染源となる。感染力も強い。乾燥し
てエアロゾル化した嘔吐物が感染源となる場合（塵埃感染）がある。感染力は急
性期が最も強く、便中にウイルスが３週間以上排出されることもある。

主な症状・診断 嘔吐と下痢が主症状。多くは２～７日で治るが、脱水、けいれん、肝機能異常、脳
症などを合併し、命に関わることもある。脱水に対する予防や治療が最も大切。
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•ハンドソープ（１０秒）と流水（１５秒）×２回でよく手を

洗う。

• タオルの共有は避け、清潔なタオルやペーパータオ
ルで拭く。

①手洗いの励行

（排泄時、食事の前など）

• ０.１％（1,000ppm）次亜塩素酸ナトリウム液で
清拭消毒

•重点箇所：感染者が使用したトイレ・風呂場・洗面所等

②消毒

•加熱は中心温度８５～９０℃で９０秒以上で

•野菜等調理前によく流水で洗う

③食品管理と

十分な加熱

日頃からの対応（予防）と発生時の対応 （ノロウイルス編）
～二次感染を防止するために気を付けること～
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・ 原因、感染経路の究明が最も重要！！！
・ 下痢・腹痛などの症状があれば、速やかに医療機関を受診する
・ ①～③は日頃から徹底

• 一番最後に入る

• できるだけ浴槽につからず、シャワーまたはかけ湯に

• タオルの共有は避ける
④入浴時の注意

• オムツ交換のときは、使い捨て手袋を着用

•便のついたオムツは、蓋つきバケツか、すぐにビニール袋に入れて口をしばる

•便で汚れた衣服は、消毒（つけおき）をしてから、別に洗濯

⑤適切なオムツ交換

・排泄物処理
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■患者が発生した（疑いを含む）場合の利用者への対応

•感染者（有症者）を可能な限り個室に

•同じ症状の人を同じ部屋に集める

•感染者とそれ以外の利用者・職員がトイレを共用しない

①コホーティング

（隔離）

•水分補給。必要時補液（点滴）

•窒息に注意。緊急時に吸引できるよう準備

•暴露の可能性がある人の健康観察（24～48時間）

②嘔吐下痢への対応

脱水、窒息に注意

•食器が嘔吐物で汚れた場合は、蓋付き容器に次亜塩
素酸ナトリウム液（0.1％）につけて消毒後下膳

③食器が汚染された

場合の消毒

発生時
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•一緒に食事をした人の体調確認、健康観察

•感染者や施設部外者との接触の有無

•施設内で他に発症者がいないか

①感染ルートの確認

•経過の記録、責任者へ直ちに報告

•責任者は、施設全体に緊急体制を敷く

•施設全体に発生の状況と現状を情報共有

②集団発生の可能性を
踏まえて準備

発症者が2人以上発生したら

•面会は必要最小限に

•面会者へ情報を示し、感染対策への理解を求
める

③面会制限

•感染対策は適切に確実に実施されているか

•感染対策に必要な物品に不足はないか

④感染対策の実施状況
確認、物品管理

■介護施設・事業所の体制・連絡等 発生時
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■嘔吐物・排泄物の処理

適切な防護具 ・サージカルマスク
・使い捨てビニールエプロン（長袖ガウン）
・使い捨て手袋
（できればゴーグル、靴カバーも着用）

処理対応物品を蓋つきバケツなどに入れてひとまとめにして、各フロアに置いておく

おすすめ！

・サージカルマスク ・次亜塩素酸ナトリウム
・ビニールエプロン ・ペーパータオル
・使い捨て手袋 ・使い捨て布
・ビニールのゴミ袋 ・そのほかの必要物品（新聞紙等）

発生時
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発生時
■洗濯に関するQ＆A

Q.吐物や糞便が布団などのリネン類に付着した場合は、どのように処理をすればよい？

・シーツ等は、付着した汚物中のウイルスが飛び散らないように処理した後、静かに
もみ洗いします。その際には、しぶきを吸い込まないように注意しましょう。
・衣類に便や嘔吐物が付着している場合は、付着しているものを洗い流します。
・下洗いしたリネン類の消毒は、85℃・1 分間以上の熱水洗濯が適しています。
ただし、熱水洗濯が行える洗濯機がない場合には、次亜塩素酸ナトリウム液による
消毒が有効です。その際も、十分すすぎ、高温の乾燥機等を使用すると殺菌効果
は高まります。布団等すぐに洗濯できない場合は、よく乾燥させ、スチームアイロン
や布団乾燥機を使うと効果的です。
・下洗いした場所を次亜塩素酸ナトリウム液（0.1％）で消毒後、洗剤を使って清掃し
ましょう。

＜厚生労働省ホームページ「ノロウイルスに関する Q＆A 」の Q20 を参照＞
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★福山市保健所の保健予防課又は生活衛生課のホームページ

からダウンロードできます。ぜひ１冊は準備を！！

発生時の対応 （ノロウイルス編）
～二次感染を防止するために気を付けること～
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施設で感染症が発生した場合の
対応について

（行政への報告基準と流れ、様式の記入方法について）



■行政への報告
【報告要件】

ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらが疑われる

死亡者又は重篤患者が１週間以内に２名以上発生した場合

イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者

が１０名以上又は全利用者の半数以上発生した場合

ウ 上記以外の場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症

等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

（参照）2005年（平成17年）2月22日厚生労働省健康局長ほか通知「社会福祉施設等
における感染症等発生時に係る報告について」



集団発生が疑われる場合の対応

●利用者や職員全員の状況を把握し、観察をします。

いつから？症状は？

所管課
（介護保険課、障がい福祉課）

福山市保健所

報告

施設管理者

主治医等

報告、
助言・指導

連携

👤
スタッフ

〇月△日から
××の症状の人
が複数いる～
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社会福祉施設等で感染症が発生した場合の対応について
（福山市ホームページ）
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感染症発生時の報告様式（福山市ホームページ）



18

様式１ 施設概要報告書

※初回報告時のみ提出

施設の概要を記入

感染症発生状況の概要を記入

発生時の対応チェックリスト
報告時点で、すべてが実施できていなくても、すべて
実施できるように対応を！！！
【共通】及び、
【各感染症】の該当する内容の項目に☑
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様式２ 感染症発生状況記入票

※初回報告時と、その後毎日の状況を追加入力し、所管課と保健予防課へメールで報告



今回紹介したもの以外にも・・・
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今回紹介したもの以外にも・・・
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介護職員のための感染対策マニュアル
感染症対策普及リーフレット
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＜厚生労働省＞

手引きの概要版と
して、介護職向け
にポイントを掲載。

手洗いや排泄物・
吐物処理の手順
等をわかりやすく
掲載。ポスターと
しても利用可能。
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ご清聴ありがとうございました


